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3 − 2  運行管理業務について

・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 6 条（自動車車庫の確保）、第14 条（点検等のための施設）
・道路運送車両法施行規則第 32 条（整備管理者の権限等）第1項第 8 号
・自動車点検基準第 6 条（自動車車庫の基準）
・‌�運輸省告示第 340 号「自動車の保管場所の確保に関する法律施行令第 1条第 1号の規定に基 

づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣の定める距離」
・‌�国自貨第 69 号（平成 25 年10 月 9 日）「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業

の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針について」
・‌�国自安第 203 号、国自貨第 61号、国自整第 291号（平成 26 年12 月 25 日）「貨物自動車運

送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」第 6 条

根拠規程

4 自動車車庫の基準
（１）自動車車庫は、自動車車庫以外の施設と明瞭に区別されていること。
（2）‌�自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、日常点検並びに自動車の

清掃及び調整が実施できる広さを有すること。
（3）‌�自動車車庫は、測定用器具、作業用器具、工具及び手工具を有すること（具備すべき工

具の詳細は省略）。
（4）‌�自動車車庫と営業所との距離やその他の具体的な基準は、地方運輸局（沖縄総合事務

局を含む。以下同じ。）による公示を確認すること。
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1.  事業者は、運転者ごとに次に掲げる事項を記載し、所定の写真を貼付した一定の様
式の運転者台帳を作成し、これを運転者の所属する営業所に備えて置くこと。

　（1）作成番号及び作成年月日
　（2）事業者の氏名または名称
　（3）運転者の氏名、生年月日及び住所
　（4）雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
　（5）道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
　　  ①　運転免許証の番号及び有効期限
　　  ②　運転免許の年月日及び種類
　　  ③　運転免許に条件が付されている場合は、その条件
　（6）  事故を引き起こした場合または道路交通法第 108 条の 34（使用者に対する通知）

の規定による通知を受けた場合はその概要
　（7）運転者の健康状態
　（8）  輸送安全規則第 10 条第 2 項（従業員に対する指導及び監督）の規定に基づく指

導の実施及び適性診断の受診の状況
　（9）  運転者台帳の作成前 6 月以内に撮影した単独、上 3 分身、無帽、正面、無背景

の写真
2.  事業者は、運転者が転任、退職、その他の理由により運転者でなくなった場合は、

直ちにその運転者の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、こ
れを 3 年間保存しなければならない。

⑨ その他

1 運転者台帳の作成

（1）「事故を引き起こした場合」とは
　道路交通法第 67 条第 2 項に規定する事故及び自動車事故報告規規則第 2 条に規定する
事故をいいます。
　記載の判断は、事故の発生に最も大きな責任を有する（第一当事者）場合のみとし、第二
当事者以下は記載する必要はありません。
　また、運転者が、第一当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、判断
を保留する旨を記載し、後日判断した時にその旨を記載するとともに、根拠となった資料の
写しを添付します。

1

ポイント

解  説
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（2）「事故を引き起こした場合」には
　当該事故の記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故
の概要（損害の程度を含む。）を記載する必要があります。この場合、当該事故の記録の写
しを添付するか、または、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外
については当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情
報を記載することで代えることができます。

道路交通法第 108 条の 34（使用者に対する通知）とは
　運転者が、道路交通法違反等を行ったとき、事業者の責務によって生じたものと認められ
た場合、公安委員会から事業者に対して行われる違反内容の通知のことをいいます。

運転者の健康状態
　運転者の健康状態は、労働安全衛生規則第 51 条の規定に基づいて作成された健康診断
個人票、または同規則第 51条の 4 に基づく健康診断結果の通知の写しを添付します。

輸送安全規則第 10 条第 2 項（従業員に対する指導及び監督）とは
　次の運転者に対して、自動車の運行の安全を確保するために、「特別な指導」と「適性診
断の受診」を受けさせることをいいます。
　①　死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者
　②　新たに雇い入れた者
　③　高齢者（65 歳以上の者）

運行管理者の役割
　運行管理者は、運転者台帳を作成し、営業所内に備えておかなければなりません。

その他
　①�　道路交通法第 108 条の 34（使用者に対する通知）の規定による通知を受けた場合

には、通知の内容に基づいて、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載させます。
また、通知がない場合でも、道路交通法に違反して処分された場合には、極力自主的に
運転者から事業者に報告させ、報告があったときは、運転者台帳にその概要を記載しな
ければなりません。

　②�　台帳の中で、運転免許関係の記載
事項については、個々の運転者の状況
を把握する観点から、運転免許証との
照合により有効期限の更新等の変更が
あったときには、直ちに台帳に記載し
なければなりません。

3 − 2  運行管理業務について

2
3
4

5
6
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⑨ その他

情報収集体制の整備
　情報収集を迅速に、かつ的確に行うためには、インターネットや気象台、気象協会、放送局、
日本交通情報センター及び運送事業者が設置している緊急連絡所等の一覧表を作成し、営業
所等に掲示しておくと便利です。

緊急地震速報
　緊急地震速報は地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データ（初期微動）を
解析して震源や地震の規模を推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻、震度を推
定して素早く知らせる情報です。情報が発表されてから大きな揺れが到達するまでの時間は
10 秒から数十秒かかるといわれています。事業者は、乗務員に対して緊急地震速報を受信
したときの避難行動等を十分に徹底しておく必要があります。

3

4

・貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条（異常気象時等における措置）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 20 条（運行管理者の業務）第1項第15 号
・‌�国自安第 203 号、国自貨第 61号、国自整第 291号（平成 26 年12 月 25 日）「貨物自動車運

送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」第11条

根拠規程

異常気象時の措置
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⑨ その他

北海道地方
北海道地方・札幌方面情報 050-3369-6601
北海道地方高速情報 050-3369-6760
函館方面情報 050-3369-6651
旭川方面情報 050-3369-6652
釧路方面情報 050-3369-6653
北見方面情報 050-3369-6654
東北地方
東北地方・宮城情報 050-3369-6604
東北地方高速情報 050-3369-6761
青森情報 050-3369-6602
岩手情報 050-3369-6603
秋田情報 050-3369-6605
山形情報 050-3369-6606
福島情報 050-3369-6607
中部地方
中部地方・愛知情報 050-3369-6623
東海地方高速情報 050-3369-6766
北陸道・東海北陸道情報 050-3369-6767
名古屋高速情報 050-3369-6677
富山情報 050-3369-6616
石川情報 050-3369-6617
福井情報 050-3369-6618
岐阜情報 050-3369-6621
静岡情報 050-3369-6622
三重情報 050-3369-6624
中国・四国地方
中国地方・広島情報 050-3369-6634
中国地方高速情報 050-3369-6769
鳥取情報 050-3369-6631
島根情報 050-3369-6632
岡山情報 050-3369-6633
山口情報 050-3369-6635
四国地方・香川情報 050-3369-6637
四国地方高速情報 050-3369-6770

神戸淡路鳴門道・
瀬戸中央道・西瀬戸道情報

050-3369-6772

徳島情報 050-3369-6636
愛媛情報 050-3369-6638
高知情報 050-3369-6639

関東甲信越地方
全国・関東甲信越情報 050-3369-6600
東北・常磐・関越道情報 050-3369-6762
東名高速情報 050-3369-6763
中央・長野道情報 050-3369-6764
新潟地方高速情報 050-3369-6765
首都高速情報 050-3369-6655
茨城情報 050-3369-6608
栃木情報 050-3369-6609
群馬情報 050-3369-6610
埼玉情報 050-3369-6611
千葉情報 050-3369-6612
都内情報 050-3369-6613
神奈川情報 050-3369-6614
新潟情報 050-3369-6615
山梨情報 050-3369-6619
長野情報 050-3369-6620
近畿地方
近畿地方・大阪情報 050-3369-6627
近畿地方高速情報 050-3369-6768
阪神高速情報 06-6538-0777
滋賀情報 050-3369-6625
京都情報 050-3369-6626
兵庫情報 050-3369-6628
奈良情報 050-3369-6629
和歌山情報 050-3369-6630
九州・沖縄地方
九州地方・福岡情報 050-3369-6640
九州地方高速情報 050-3369-6771
福岡都市高速情報 050-3369-6680
北九州都市高速情報 050-3369-6688
佐賀情報 050-3369-6641
長崎情報 050-3369-6642
熊本情報 050-3369-6643
大分情報 050-3369-6644
宮崎情報 050-3369-6645
鹿児島情報 050-3369-6646
沖縄情報 050-3369-6647

全国共通ダイヤル　050-3369-6666
全国高速ダイヤル　050-3369-6700

  新電話番号案内 Web サイト	  http://www.jartic.or.jp/
  携帯短縮ダイヤル（携帯電話・PHS 専用）	  ♯ 8011

道 路 交 通 情 報 の お 問 い 合 わ せ 先

★ IP 電話専用局番 050 をお忘れなく！！★
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4 運輸安全マネジメント

4 − 1　運輸安全マネジメントの適確な実施について
　全ての事業者には、平成 18 年 10 月の貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送
事業輸送安全規則の改正及びそれに伴う告示により、経営トップから現場まで一丸
となった安全管理体制の構築、全社内の安全意識の浸透及び安全最優先の風土の定
着を図ること等を目的とした「運輸安全マネジメント制度」が導入されました。
　運輸安全マネジメントは、経営トップから現場の運転者に至るまで「輸送の安全
確保が最も重要」であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければ
ならないことを求めています。
　国土交通省では、導入からこれまでの運輸安全マネジメント評価の実績等を踏ま
えて、事業者における運輸安全マネジメントのさらなる実施を図るため、事業者の
規模に応じた手引きを作成しました。全ての事業者は、この手引きを積極的に活用
することで、運輸安全マネジメントを効果的に実施して安全管理体制の構築及び改
善を図り、輸送の安全確保に努めなければなりません。

　国土交通省では、運輸安全マネジメントを効果的に実施できるよう、事業者の規模に応じて２つの 
手引きが示されています。

　別添1　�規程等義務付け事業者及び規程等義務付け外事業者のうち、車両数が概ね100 両以上ま
たは営業所が２以上である事業者

　別添 2　規程等義務付け外事業者のうち、車両数が概ね100 両未満かつ営業所が1である事業者

　手引きは、「http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03management/laws.html」からダウン 
ロードできます。
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1 運輸安全マネジメントの概要

ＰＤＣＡサイクルについて
　運輸安全マネジメントは、
　・「Ｐｌａｎ（計画） ……… 安全性の向上のための計画を作成する」
　・「Ｄｏ（実施） ………… 計画に基づく安全対策を実施する」
　・「Ｃｈｅｃｋ（監視） …… 実施したことによる効果を評価する」
　・「Ａｃｔ（改善） ……… 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する」
　という定められた手順を、経営トップや安全統括管理者のリーダーシップのもと、継続的
に繰り返すことにより、安全マネジメントの態勢が段階的に向上し、事業所内の安全文化が
構築され、定着し、関係法令等の遵守と安全最優先の原則が徹底されてきます。

運行管理と運輸安全マネジメントの相違について
　運行管理は、事業者及び運行管理者が、法令等で定められた事項をきちんと実施すること
により、安全を確保するものです。
　それに対して運輸安全マネジメントは、経営トップが「輸送の安全が最も重要である」こと
を基本に事故防止のための方針を策定し、全従業員に周知することから始まり、方針に沿った

1

2

1. 運輸安全マネジメントとは、PDCA サイクルを継続的に繰り返すことによって、輸
送の安全確保を図るものである。

2. 運輸安全マネジメントは、日々実施している運行管理とは異なるものである。
3. 運輸安全マネジメント評価に当たっては、新たな取り扱いが定められた。
4. 事業者は、運輸安全マネジメントの実施の徹底と輸送の安全にかかわる情報を公表

しなければならない。

ポイント

4 − 2　運輸安全マネジメントの概要

解  説

経営トップ
安全統括管理者

安全
管理
規程

安全性
の向上

改善

計画

実施

評価

Check

Act Do

Plan

輸送の安全確保に係る PDCA サイクル
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4 − 2  運輸安全マネジメントの概要

目標及び実施計画を作成し実施するとともに、常に状況をチェックし、改善すべき事項があれ
ば直ちに是正するといった、事業者自らが安全性向上のために絶えず改善を図るものです。

運輸安全マネジメント評価制度の改正
　国土交通省では、運輸安全マネジメント評価の実施に当たり、新たな取り扱いを定めました。
その内容は、安全管理規程が義務付けられた事業者に限られていた評価が、中小企業にも拡
大されました。
　また、「第一当事者となる死亡事故を惹起した事業者」及び「危険物運搬車両による大量
漏えい事故を惹起した事業者」等、安全性のレベルが低いと認められる事業者等から優先的
に評価が実施されることとなりました。

運輸安全マネジメントの実施の徹底と安全に関する情報の公表・義務
　全事業者は、輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントの実施に
より絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。その上で、安全規則に基づき輸
送の安全にかかわる情報を、毎事業年度の経過後 100 日以内に外部に対して公表しなけれ
ばなりません。安全規則に基づき公表しなければならない内容は、以下のとおりです。公表
を忘れないよう注意して下さい。

（1）安全管理規程が義務付けられた事業者が公表する内容
　①　輸送の安全に関する基本的な方針
　②　輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
　③�　自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計（総件数及び類型別の事故件数）
　④　安全管理規程
　⑤　輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
　⑥　輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
　⑦　輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
　⑧�　輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
　⑨　安全統括管理者に係る情報

（2）安全管理規程の義務付けがない事業者が公表する内容
　①　輸送の安全に関する基本的な方針
　②　輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
　③�　自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計（総件数及び類型別の事故件数）
　上記内容以外に、次に掲げる情報も公表することが望まれます。
　①　輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
　②　輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
　③　輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
　④　�輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする

措置
（3）安全規則に基づく行政処分について
　「輸送の安全確保命令」、「事業改善命令」及び「自動車その他の輸送施設の使用停止処分、
事業停止処分」を受けた時は、その「処分内容」及び「改善報告書」等を遅滞なく公表しな
ければなりません。

3

4
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公表の方法
　事業者は、できる限り多くの方々が情報を知り得るよう、自社の実状に応じた方法で公表
します。
公表の方法（例）
1．場所
　①�　前頁の 4（1）及び 4（2）の情報は、本社及び全営業所
　②　前頁の 4（3）の情報は、本社及び行政処分を受けた営業所
2．手段
　①　自社ホームページへの掲載
　②　報道機関等へのプレス発表
　③　自社広報誌等への掲載
　④　営業所等利用者が出入りする自社施設における掲示　等

運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着について
　国土交通省は、運輸安全マネジメント制度の効果的・効率的な浸透・定着を図るため、 
当面、試験的に第三者機関によるマネジメント評価の実施を認める措置を導入しています。

（１）認定機関による評価の実施
　国土交通省が認めた機関（認定機関）が行うマネジメント評価は、国土交通省が実施する
マネジメント評価と同等に取り扱うものとしています。
　なお、認定機関の行う評価については、自社の安全マネジメント取組状況を客観的に把握
できることから、より一層安全・安心の推進を図る上で、有効と考えます。
　現在の認定機関は、下記一覧表のとおりですので、評価を希望等される事業者の方々は、
当該認定機関へお問い合わせください。

5

6

■運輸安全マネジメント評価の第三者認定機関
名　　　称 住　　　所 連　絡　先

独立行政法人 自動車事故対策機構 東京都墨田区錦糸 3-2-1 03-5608-7560

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 03-5288-6586

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社
東京都新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビル

03-3349-5436

一般財団法人 日本品質保証機構
東京都千代田区神田須田町 1-25
JR 神田万世橋ビル

03-4560-5710

株式会社 インターリスク総研
東京都千代田区神田淡路町 2-105
ワテラスアネックス

03-5296-8916

（平成 27 年 3 月1日現在）
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4 − 2  運輸安全マネジメントの概要

（２）運輸安全マネジメントの取り組み等に対するインセンティブ
　地方運輸局は、国土交通省または認定機関のマネジメント評価を受けた事業者については、
マネジメント評価の内容に応じて、長期未監査を理由とする巡回監査及び呼出監査の対象と
しないことができるものとしています。

（３）運輸安全マネジメント制度に関する認定されたセミナー、講習会等の活用
　国土交通省では、民間機関等が実施する運輸安全マネジメントに関するセミナー及び講習
会等のうち、その実施内容が運輸安全マネジメント制度のさらなる浸透・定着に有効なもの
を ｢ 認定する制度 ｣ を構築し、事業者に対し、機会を捉えてこれらのセミナーや講習会等の
紹介をするとともに積極的に参加することをすすめています。
  このセミナー等を受講し、受講内容を活用して安全管理体制の構築、強化に取り組んでい
ることが調査票により確認された事業者については、（２）と同様の措置がとられる場合があ
ります。

■認定セミナーの実施機関
名　　　称 住　　　所 連　絡　先

東京海上日動
リスクコンサルティング株式会社

東京都千代田区丸の内1-2-1 03-5288-6586

損保ジャパン日本興亜
リスクマネジメント株式会社

東京都新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビル

03-3349-5436

株式会社 インターリスク総研
東京都千代田区神田淡路町 2-105
ワテラスアネックス

03-5296-8916

一般財団法人 日本品質保証機構
東京都千代田区神田須田町 1-25
JR 神田万世橋ビル

03-4560-5720

一般社団法人 日本海事検定協会 神奈川県横浜市中区海岸通り1-3 045-201-2843

独立行政法人 自動車事故対策機構
東京都墨田区錦糸 3-2-1
アルカイーストビル

03-5608-7609

公益財団法人 関西交通経済研究センター
大阪府大阪市西区西本町 1-7-2
ウエストスクエアビル

06-6543-6291

（平成 27 年 3 月1日現在）
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4 − 3　	規程等義務付け外事業者（車両数概ね 100 両未満
かつ営業所が１である事業者）が講ずべき措置

1   中小規模事業者を対象と
した安全管理の進め方

事業者の役割
　事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針を作成し、その内容を従業員に対して周知徹
底します。そして、安全方針を実現するため、年に１回具体的な目標と計画を定め、必要な
人員や設備の確保・整備等体制を整備し、必要な予算を確保します。
　また、事業者は、事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ決めておくとともに、安全
管理の取組状況を年１回点検し、問題があれば改善しなければなりません。
　さらに、事業者は、安全統括管理者を選任し、社員に対して輸送の安全の確保が最も重要
であることを徹底させます。

1

1. 事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針を作成し、その内容を従業員に対して
周知徹底する。

2. 事業者は、輸送の安全に関する情報の伝達、法令の遵守、必要な手順・規則の作成
及び従業員に対する定期的な教育の実施等社内体制を整備する。同時に、下請事業
者の安全管理体制及び事故時の対応も整備する。

3. 事業者は、年に１回、「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を活用して、安
全管理の取組状況を点検する。

ポイント

安全統括管理者の責務
　① 安全方針の社内周知を行うこと。
　②   安全目標を作成し、従業員を指揮・指導し、安全目標の達成に向けた取り組みを積

極的に行うこと。
　③   事業者との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を集め、事業者に適時・適切に

報告すること。
　④   会社の人員規模に応じた安全管理の取組体制を決め、各自の役割を定め、社内に周

知すること。
　⑤   安全管理の取組状況を年に１回は点検し、その結果を事業者に適時・適切に報告す

ること。

解  説

4 − 3　規程等義務付け外事業者（車両数概ね 100 両未満かつ営業所が１である事業者）が講ずべき措置
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安全管理の実施
　事業者、安全統括管理者、その他の従業員は、一丸となって輸送の安全に向け次のとおり、
安全管理の取り組みを実施します。

（１）輸送の安全に関する情報の伝達
　事業者は、適時・適切に輸送の安全に関する情報を社内に伝えるとともに、現場の声を把
握しなければなりません。

（２）法令等の遵守
　従業員は、輸送の安全に必要な関係法令、通達及び社内規則を遵守するとともに、事業者
はそれらの状況を定期的に確認しなければなりません。

（３）輸送の安全に必要な手順・規則
　事業者は、従業員に指示するなどして、輸送の安全に必要な手順・規則を作成し、社内に
周知します。

（４）下請事業者の利用
　下請事業者を利用する場合は、無理な到着時間の運行を依頼する、積込み前に貨物量を
急に増やす等、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為を行ってはなりません。
　また、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、下請事業者における安
全管理体制の構築・改善について指導を行います。

（５）教育・訓練
　事業者は、従業員に対し、安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施する必要があります。
また、外部が主催するセミナーや講習会等を活用し、その内容を社内に展開することが重要
です。さらに、それらの実施状況を記録し、保管しておきます。

（６）事故等の対応
　従業員は、事故が発生した場合、定められた方法に基づき、事業者にその情報を報告しな
ければなりません。そして、事業者は、報告を受けた事故について、再発防止策を検討・実
施します。
　また、自動車事故報告規則に定める事故があった場合は、国土交通省へ必要な報告または
届出を行わなければなりません。

安全管理の取組状況の点検と改善
　事業者は、自ら、少なくとも年１回、安全目標の達成状況や安全管理の取組状況を、「安全
管理の取組状況の自己チェックリスト」の活用等により、点検しなければなりません。
　そして、点検の結果、問題があった場合には、必要な改善を行います。改善を行った事例
については、記録として保管しておきます。

3

2

4 − 3　規程等義務付け外事業者（車両数概ね 100 両未満かつ営業所が１である事業者）が講ずべき措置
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安全方針の作成と社内周知の徹底
　安全方針には、「法令や社内規則を守ること」や「輸送の安全が第一であること」を明記
しなければなりません。
　安全方針の社内通知の例としては、事務所への掲示、安全方針を記載した携帯カードの社
員配布、点呼・各種会議での冒頭唱和等で周知徹底を図ります。

安全方針実現のための安全目標の定め方
　安全目標を作成するに当たっては、安全方針の趣旨に沿っていること、目標の達成度が把
握できること、及び現場での課題が反映されていること等を考慮しなければなりません。
　また、安全目標は、その達成状況を把握することができるよう、可能な限り、数値で表さ
れるものにしましょう。

安全目標の実現に向けた方法
　安全目標を達成するためには、運転者に対する安全教育を計画的に取り組む、ヒヤリ・ハ
ット情報を収集して事故防止に役立てる等安全目標の実現に向けた方法を考慮します。

安全管理の取組状況に対する点検
　事業者は、「安全目標の達成状況」や「安全管理の取組状況」を点検する必要があります。
点検は、「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を活用して行います。

1

2

3

1. 事業者は、安全方針に「法令や社内規則を守ること」及び「輸送の安全が第一であ
ること」を明記する。

2. 事業者は、安全目標を作成する際は、安全方針に則しているか、達成度が把握でき
るか等を考慮しなければならない。

3. 事業者は、安全目標達成のための方策を積極的に取り組む必要がある。
4. 事業者は、安全管理の取組状況を常に点検する必要がある。

ポイント

解  説

4

2  運輸安全マネジメント
　 実施に当たっての留意点
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●安全管理の取組状況の自己チェックリスト

4 − 3  規程等義務付け外事業者（車両数概ね100 両未満かつ営業所が１である事業者）が講ずべき措置
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4 − 4　規程等義務付け事業者が講ずべき措置

経営トップの責務等
（１）経営トップの責務
　経営トップには、以下のとおりの責務を定めます。
　・輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
　・社員に対し、法令遵守と安全が重要との意識を徹底する。
　・  輸送の安全に関する方針の策定、重点施策、目標、計画の策定及び重大事故等発生時

の対応体制の整備に主体的に関与する。
　・予算の確保及び組織体制の構築等必要な措置を講じる。
　・  安全統括管理者の意見を尊重するとともに、会社全体の安全管理体制の見直しに主体的

に関与する。
（２）社内体制の構築に当たって
　経営トップは、組織体制を構築するためには、以下の内容を含めます。
　・安全統括管理者、統括運行管理者、運行管理者及び整備管理者を選任する。
　・組織体制及び指揮命令系統の決定と、その組織図を作成する。
　・  社員は、各管理者からの指示を受けるだけでなく、常に技能等の向上に努め、安全な運

行等輸送の安全の確保を行う。
　・  支社、支店または営業所がある会社で、責任・権限の一部を支社長、支店長、営業所長

等に委ねている場合には、支社等も含め、組織体制及び指揮命令系統を決定し、その組
織図を作成する。

1. 事業者は、経営トップ自らが全ての現場を直接管理ができないこともあるため、安
全統括管理者の選任及び安全管理規程の設定により、事業者全体の安全確保の仕組
みを構築し、運輸安全マネジメントを適確に実施しなければならない。

2. また、事業者は、上記以外の実施事項の内容を適確に実施することにより、自社の
運輸事業の安全管理に積極的に取り組まなければならない。

3. 実施事項は解説に示すとおり、1 〜 11 まであり、それぞれについて実施すべき内
容及び含めなければならない内容が定められているので、それらを十分理解した上
で、自社の状況に即した体制を構築しなければならない。

ポイント

1
解  説

1  義務付け事業者を対象と
 　した安全管理の進め方

4 − 4  規程等義務付け事業者が講ずべき措置
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（３）安全統括管理者について
　①　選任・解任
　�　事業者は、経営トップのうちから、事業用自動車の運行の安全を確保に関する業務、事

業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務及び前述の業務その他の輸送の安全の確
保に関する業務を管理する業務に３年以上従事した経験を有する者等、法令で定める要件
にあった者の中から安全統括管理者を選任します。

　�　また、国土交通大臣の解任命令が出されたとき、やむを得ない事由により職務を引き続
き行うことが困難になったとき、法令等の違反及び輸送の安全の確保の状況確認を怠る等
により、職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認め
られるときは、解任できます。

　②　責務
　　事業者は、以下の内容を含む安全統括管理者の責務を定めます。
　・‌�社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底

する。
　・実施及び管理の体制を確立、維持する。
　・方針、重点施策、目標及び計画を着実に実施する。
　・報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図る。
　・�状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告する。
　・‌�経営トップ等に対し、必要な改善に関する意見具申を行う等、事故防止その他の安全対

策について必要な改善措置を講じる。
　・運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。
　・整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理する。
　・社員に対して必要な教育または研修を行う。
　・その他の事務の統括管理を行う。

輸送の安全に関する基本的な方針等
（１）輸送の安全に関する基本的な方針
　①　事業者は、基本的な方針を以下のとおりの内容を含めて設定し、社内に周知します。
　・‌�社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安

全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる等、主導的な役割を果たす。
　・‌�安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、

絶えず輸送の安全性の向上に努める。
　・‌�輸送の安全に関する情報を積極的に公表する。
　②�　事業者は、安全方針の各社員の理解度、事業者内部への浸透度合い、遵守状況等を

内部監査その他の手段で定期的に把握し、少なくとも１年ごとに見直しを行います。
（２）輸送の安全に関する重点施策
　①　安全方針に基づき実施すべき重点施策には、以下の内容を含めます。
　・‌�輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、法令及び安全管理規程に定め

られた事項を遵守する。
　・費用支出・投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
　・内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じる。

2

4 − 4  規程等義務付け事業者が講ずべき措置
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　・情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達・共有する。
　・教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適確に実施する。
　②�　グループ企業は、持ち株会社及び傘下の企業が密接に協力することにより安全性の向

上に努める等、一丸となって安全性の向上に努めます。
　③�　トラック事業者が下請事業者を利用する場合は、以下のような輸送の安全の確保を阻

害する行為を行わないこととします。
　・�到着時間等について安全の確保が困難な無理な運行を依頼する。
　・�積込み前に運送する貨物量を増やす急な依頼をする。　等
　　※�また、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、下請事業者にお

ける安全管理体制の構築・改善について要請・指導します。
（３）輸送の安全に関する目標と計画
　①　事業者は、安全方針に基づき、以下のような達成すべき目標を設定します。
　・事故件数
　・‌�輸送の安全に関する投資額（安全教育費、安全表彰経費、ドライブレコーダー等のハー

ド整備費等）
　・安全教育実施回数及び受講員数
　②　目標の設定では、必要に応じて、会社全体の目標の他支社等の目標も設定します。
　③　事業者は、目標を達成するため、重点施策に応じて必要な取組計画を作成します。
　④�　計画の作成に当たっては、以下の事項を考慮し、輸送の安全の現状、問題点を具体的

かつ正確に把握し、輸送の安全性の向上につながる改善効果の高いものになるようにしま
す。

　・自社の人材、車両、施設、運行の状況等の現状
　・事故、ヒヤリ・ハット等の発生状況
　・前年度の計画の実施状況
　・内部監査、保安監査及び運輸安全マネジメント評価の結果
　・現場からの改善提案・要望
　・利用者・顧客からの要望・クレーム　等
　⑤�　事業者は、安全方針に基づき、目標を達成すべく計画に従い、重点施策を着実に実施

します。
　⑥�　事業者は、目標及び計画を少なくとも１年ごとに、進捗・達成状況の把握等をした上

で必要な見直しを行います。

輸送の安全に関する費用支出及び投資
　事業者は、費用の支出及び投資を積極的・効率的に行うよう努めることが大切です。その際、
自社の人材、車両、施設等の実態を把握し、事故、ヒヤリ・ハット情報等を十分に分析の上、
安全対策が効果的に行われるよう、重点的に費用支出及び投資を行います。　

輸送の安全に関する情報伝達・共有
（１）事業者は、次のとおり、社内において的確な情報伝達を行います。
　①�　経営管理部門（経営トップを含む。）と現業実施部門との双方向コミュニケーションと

して、経営管理部門から現場への一方向の情報伝達だけでなく、現場で顕在し、または

3

4
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潜在している課題等が現場から経営管理部門に対して報告・上申される仕組みを構築し、
適切に運用する。

　②�　関係する部門間の情報の共有不足等に起因するトラブル等を防止するため、事業者内
部において縦断的、横断的に必要な情報を共有します。

（２）旅客関係のため省略
（３）�事業者の管理実態等を踏まえ、必要に応じ、以下に掲げるような措置を講ずることが適切です。
　①　情報のデータベース化とそれに対する容易なアクセス手段の確保
　②　経営トップ等への目安箱等のヘルプラインの設置

（４）情報公開
　事業者は、通達で定められた情報を公表します。

事故情報等の収集及び活用
（１）‌�事業者は、事故及びヒヤリ・ハットの定義及び報告手順を定め、それらの情報を収集す

るとともに、重要と認める情報については、適時、適切に経営トップまで報告します。
（２）‌�事業者は、収集した情報を、関係部署において整理・分類し、類型化します。
（３）‌��事業者は、類型化した情報を基に、原因分析を行うべき事象を抽出し、事故等が発生

した原因の分析を行い、その分析結果を踏まえ、対策を立てるべき原因を絞り込みます。
（４）‌��事業者は、絞り込んだ原因を基に、事故等の再発防止・未然防止のための対策を検討し、

実施します。
（５）‌��事業者は、必要に応じ、類型化した情報等を参考に、潜在的な危険を洗い出し、潜在的

な危険が生じる可能性と事故につながる可能性、事故につながった場合の影響の大きさ
の評価を行い、対策を立てるべき潜在的な危険を選定します。

（６）‌��事業者は、選定した潜在的な危険から生じる可能性のある事故の未然防止のための対
策を検討・実施します。

（７）‌��事業者は、実施した再発防止・未然防止対策について、その効果を把握し、必要な見
直しを行います。

（８）‌��事業者は、必要に応じ、以上の取り組みが円滑に行われるよう事故、ヒヤリ・ハット情
報等の収集・活用のシステムを構築します。

（９）‌��事業者は、事故等の再発防止・未然防止の観点から他の事業者や他のモードにおける
事故等の事例を的確に活用する。

事故、災害等発生時の対応
（１）‌��事業者は、事業者全体として対応しなければならないような程度・規模の重大な事故等が

発生した場合に備え、適切かつ柔軟に必要な措置が講じることができるように、責任者を
定め、応急措置及び復旧措置の実施、事故等の原因、被害等に関する調査及び分析等に
係る責任・権限等必要な事項を明らかにした対応手順を定め、事業者内部に周知します。

6

　取り組みの具体的手法等については、国土交通省大臣官房運輸安全監理官室が平成 21年４月に 
作成・公表した冊子「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方～事故の再発防止・予防に 
向けて～（自動車モード編）」を参照してください。

5
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（２）‌�対応手順は、いたずらに複雑かつ緻密な手順とならないようにします。
（３）‌��事業者は、対応手順を実効的なものとするため、事業者の事業規模、事業内容に応じ、

適当な想定シナリオを作成し、定期的に全社的な重大事故等対応訓練を行います。
（４）‌��重大な事故等の発生時には、事故等発生の速報を関係する社員に伝達するとともに、

適宜、事故等の内容、事故等の原因、再発防止策等を伝達し、全組織で迅速かつ的確
な対応を図ります。

（５）‌��事業者は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合は、国土交通省へ必要な報
告または届出を行い、また、災害等により事故等があった場合は、国土交通省その他関
係機関に必要な情報提供を行います。

関係法令等の遵守の確保
　以下に掲げる事項に関し、関係法令等の規定を遵守します。

（１）‌�輸送に従事する社員の確保
（２）輸送施設の確保及び作業環境の整備
（３）安全な輸送サービスの実施及びその監視
（４）事故等への対応
（５）事故等の再発防止措置及び予防措置

輸送の安全に関する教育・訓練
（１）‌��事業者は、安全管理体制の確立、実施、維持、改善に直接従事する者（経営トップ、安

全統括管理者等経営管理部門で安全管理に従事する者）及び内部監査を担当する者に
対して、安全管理体制のコンセプトを理解させるため、以下の事項に関し必要な教育・
訓練を計画的に実施した上で、その効果を把握・検証し、必要に応じ、教育・訓練の内
容等の見直し・改善を図ります。

　①　本手引の内容（運輸安全マネジメント制度の趣旨・ねらいを含む。）
　②　安全管理規程の内容
　③　関係法令等
　④　安全管理体制におけるＰＤＣＡサイクルの概念　等

（２）‌��教育・訓練の内容は、安全管理体制の運営に必要とされるもので、社員が理解しやす
い具体的なものとします。

（３）‌�事業者の全社員に対し、「世界で最も安全な公共交通機関を目指す」等の理念を持ち、
自分たちの職業に自尊心を持って安全対策に取り組むことができるよう、以下の事項に
適切に取り組むこととします。

　①�　現場社員の必要な能力の習得及び獲得した技能の維持のための教育・訓練・研修を
計画的に実施した上で、その有効性、効果を把握・検証し、必要に応じ、教育・訓練の
内容等の見直し・改善を図る。

　②　「事故」体験を共有する。

安全管理体制に係る内部監査
（１）‌��事業者は、安全管理体制が以下の基準を満たしているかどうかを明確にするために、内

部監査を実施します。なお、内部監査の範囲は、安全管理体制全般とし、経営管理部門

7

8

9
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及び現業実施部門に対して行うものとします。
　①�　安全管理体制が、安全管理規程に適合しているか、及び事業者が決めた安全管理体

制に関する規程・手順に適合しているか。
　②�　安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているか。

（２）‌��内部監査は、少なくとも１年ごとに実施し、重大事故等が発生した際は、適宜必要な内
部監査を実施します。

（３）‌��内部監査の実施に当たっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していない者が監
査を実施する等、監査の客観性が確保できるようにします。

（４）‌��内部監査を効果的に実施するため、内部監査を担当する者には、内部監査の方法等に
ついて、必要な教育・訓練を実施します。

（５）‌�内部監査の実施に当たっては、経営トップ等がその重要性を事業者内部に周知徹底する
等の支援を行うものとします。

マネジメントレビューと継続的改善
（１）マネジメントレビュー（経営トップ自らが行う安全管理体制全般の見直し）
　①�　経営トップは、事業者の安全管理体制が適切に運営され、有効に機能していることを

確実なものとするために、少なくとも１年ごとにマネジメントレビューを行うとともに、
重大事故等が発生した際は適宜実施します。

　②�　マネジメントレビューの際には、安全管理体制の実施状況、安全管理体制に係る内部
監査の結果、事故・トラブル等の発生状況、現場や利用者からの意見・要望、保安監査
結果、及び運輸安全マネジメントの評価結果等を確認した上で、安全管理体制の改善の
必要性と実施時期について検討を行います。

　③�　マネジメントレビューの具体的な実施体制及び方法は、事業者の安全管理の実態に見
合ったものとします。

（２）継続的改善
　①　安全管理体制が適切に機能するように継続的に改善措置を行います。
　②�　継続的改善を行う際には、輸送の安全に関する目標及び計画の達成状況・進捗状況、

安全管理体制に係る内部監査の結果、事故・トラブル等の発生状況、現場や利用者から
の意見・要望、保安監査結果、運輸安全マネジメント評価結果等から明らかになった課
題等について、必要な是正措置及び予防措置を講じます。

　取り組みの具体的手法等については、国土交通省大臣官房運輸安全監理官室が平成 19 年1月に
作成・公表した冊子「安全管理体制に係る内部監査の理解を深めるために」を参照してください。

10

　取り組みの具体的手法等については、国土交通省大臣官房運輸安全監理官室が平成 22 年 3 月に
作成・公表した冊子「安全管理体制に係る「マネジメントレビューと継続的改善」の理解を深めるた
めに」を参照してください。
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輸送の安全に関する書類の管理等
　事業者は、輸送の安全に関する会議の議事録、安全方針、重点施策、報告連絡体制、事故、
災害等の報告、輸送の安全に関する内部監査の結果、安全統括管理者の指示その他の輸送
の安全に関する情報の記録及び保存の方法を定め、保存します。

準大規模事業者（車両数概ね 100 両以上または営業所が 2 以上である事
業者）
　準大規模事業者についても、平成 25 年９月以降 ｢ 安全マネジメント実施の手引き ｣ に基
づき、規程等義務付け事業者を対象とした安全管理の進め方に準じた取組みが求められるよ
うになりました。

11

12
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2 安全管理規程の届出

1

2

1.  事業用自動車が 300 両以上の事業者は、貨物の運送を開始する日までに安全管理
規程設定届出書を提出しなければなりません。

2.  事業計画の変更により 300 両以上となる事業者は、その計画の実施予定日までに
安全管理規程設定届出書を提出しなければなりません。

3.  安全管理規程の変更を届出しようとする事業者は、変更後の安全管理規程の実施の
日までに、安全管理規程変更届出書を提出しなければなりません。

ポイント

　安全管理規程を届出する事業者は、設定届出書に以下に掲げる事項を記載し、設定した安全
管理規程及び関連する必要事項を記載した書類を添付の上、安全管理規程設定届出書を提出
します。
　（１）　氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
　（２）　安全管理規程の実施予定日

　安全管理規程を変更しようとする事業者は、変更後の安全管理規程の実施日までに次の事
項を記載した安全管理規程変更届出書と、変更後の安全管理規程及び関連する必要事項を
記載した書類を添付して提出しなければなりません。
　（１）　氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
　（２）　変更後の安全管理規程の実施予定日
　（３）　変更した事項 ( 新旧の対照を明示する )　　
　（４）　変更を必要とする理由

解  説
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3 安全管理規程の内容

1. 安全管理規程は、次に掲げる事項を定めたものでなければなりません。
　（1）輸送の安全を確保するための事業の運営方針
　（2）輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
　（3）輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
　（4）安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

ポイント

安全管理規程の作成に当たって
　安全管理規程の作成に当たっては、運輸安全マネジメントを適確に実施するため、以下の
点に留意して内容を定めたものにしなければなりません。

（１）　輸送の安全を確保するための事業の運営方針
　①　輸送の安全に関する基本的な方針
　・  経営トップは、輸送の安全に関わる事業者の方向性を示す基本的な方針を定めるとともに、

その方針に従って具体的な施策を実施するため、安全重点施策を策定し従業員に十分周
知するようにしなければなりません。

　②　輸送の安全に関する重点施策
　・  経営トップは、関係法令の遵守の徹底と安全管理規程を定め、安全最優先の原則を従業

員に徹底するようにしなければなりません。
　③　輸送の安全に関する目標の策定と計画の作成
　・  事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を設定します。同時に事業

者は、目標を達成するため、現状の問題点を把握し、輸送の安全確保のために必要な計
画を作成します。

（２）　輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
　①　社長等経営トップの責務
　・  経営トップは、輸送の安全に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置の実施、安全

統括管理者の意見の尊重及び輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況
の確認と必要な改善の実施を行う等最終的な責任を有します。

　②　組織体制
　・  経営トップは、各担当者の役割や連絡体制を明確化する等責任ある組織体制を構築する

ようにしなければなりません。
　・  経営トップは、安全統括管理者が不在の場合や事故・災害等が発生した場合等、非常時

における指揮命令系統や組織体制を規定しなければなりません。

1
解  説
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　③　安全統括管理者の責務
　・‌�経営トップは、安全統括管理者に、運輸安全マネジメントの確立、維持、実施ができるよう責任と

権限を与えるようにしなければなりません。
（３）　輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
　①　情報の伝達及び共有
　・‌�経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理部門と現業部門間のコミュニケーションを実現し、事

業者内部において必要な情報を伝達、共有するようにしなければなりません。
　　�特に、現業部門の従業員が安全性を損なうような事態を発見した場合は隠したりせず、すぐに必要

な部門に連絡させ、適切な対処策を講じることができる体制を確立しなければなりません。
　②　事故、災害等が発生した場合の報告連絡体制
　・‌�経営トップ及び安全統括管理者は、事故や災害等が発生した場合における連絡体制を整備し、す

みやかに社内全体に伝達されるようにするとともに、事故や災害等を分析して今後の防止対策を策
定するようにしなければなりません。

　③　輸送の安全に関する教育及び研修
　・‌�経営トップ及び安全統括管理者は、必要となる人材育成を目的とした教育・研修の具体的な計画を

策定し、実施しなければなりません。
　④　内部監査その他の事業の実施及びその管理状況の確認
　・‌�安全統括管理者は、運輸安全マネジメントが適切に確立、維持され、機能していることを確認す

るため、少なくとも１年に１回以上、適切な時期を定めて内部監査を実施するようにしなければな
りません。

　・‌�安全統括管理者は、内部監査の終了結果や改善すべき事項を速やかに経営トップに報告するとと
もに、必要な方策を検討し、当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じなければなり
ません。

　⑤　文書の整備及び管理
　・‌�経営トップ及び安全統括管理者は、運輸安全マネジメントの確立、維持、実施するために必要な

手順を規程した文書（安全管理規程）を作成し、業務の実態に応じ適時適切に見直し、管理しな
ければなりません。

　・‌�事業者は、方針の作成に関する議事録、基本的な方針、重点施策、報告連絡体制、事故、災害等の報告、
内部監査の結果、安全統括管理者の指示その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法
を定め、保存しなければなりません。

　⑥　事業の実施及びその管理の改善
　・‌�経営トップは、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告または内部監査の結果や改善すべ

き事項の報告があった場合若しくは必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために改善方策
を検討し、是正措置または予防措置を講じなければなりません。

（４）　安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
　・‌�経営トップは、関係法令に定める要件を満たした者の中から安全統括管理者を選任するように規定

しなければなりません。
　　また、安全統括管理者を解任する事由を明確に規定しなければなりません。
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・貨物自動車運送事業法第 15 条（輸送の安全性の向上）
・貨物自動車運送事業法第 16 条（安全管理規程等）
・‌�貨物自動車運送事業法第 24 条の 3（一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる

情報の公表）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 2（輸送の安全）
・‌�貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 3（安全管理規程等を定める貨物自動車運送事業者

の事業の規模）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 4（安全管理規程の届出）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 5（安全管理規程の内容）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 6（安全統括管理者の要件）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 7（安全統括管理者の選任及び解任の届出）
・‌�貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 8（一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全

にかかわる情報の公表）
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10 条（従業員に対する指導及び監督）第 4 項
・国土交通省告示第 1090 号「貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」
・‌�国土交通省告示第 1091 号「貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 8 第 1 項の規定に基

づき一般貨物自動車運送事業者等（特定第２種貨物利用運送事業者を含む。）が公表すべき輸
送の安全に係る事項」

・‌�国土交通省告示第 1092 号「貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10 条第 4 項の規定に基づ
き貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置」

・国自総第 321 号「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」
・‌�国自安第 203 号、国自貨第 61 号、国自整第 291 号（平成 26 年 12 月 25 日）「貨物自動

車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」第 2 条の 2、第 2 条の 6、第 2 条の 8

根拠規程

（５）　情報の公開
　・‌�経営トップは、安全管理規程で定めた事項（基本的な方針、目標及びその達成状況、事故に関す

る統計、及び輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置等）について、毎事業度の経
過後 100 日以内に外部に対し公表します。

　・‌�事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況につ
いて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表します。

国土交通大臣は、安全管理規程が法令に適合しないと認めるときは、事業者に対
して変更すべきことを命ずることができる。

注意！

4 − 4  規程等義務付け事業者が講ずべき措置
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